
 

 

 

新体育館の施設使用料の検討状況等について 
 
 

１．施設使用料の検討状況について 

   新体育館の施設使用料については、現在、これまで行政改革課から示された施 

設使用料等の考え方や、近隣の体育館やメインアリーナが同規模の体育館の施設 

使用料等を踏まえ検討を行っています。 

 今後、スポーツ関連施設の受益者負担率の目標値５０％も踏まえ、分割利用時 

の使用料設定の考え方などを含め、使用料の検討を進め、本年６月議会に新体育 

館の設置管理条例について議案を提出する予定です。 

    （近 隣）浜山体育館・松江市総合体育館 

（同規模）袋井市総合体育館〔静岡県〕・諫早市中央体育館〔長崎県〕・ 

長岡市市民体育館〔新潟県〕・小山市市立体育館〔栃木県〕 

（１）新体育館の有料施設について  

    新体育館で施設使用料を設定する施設は、次の４室を予定しています。 

    なお、“緑地・憩いの場”については、基本的には市民の皆さんへの無料 

   開放施設と考えていますが、占用使用を希望される場合を想定し、使用料を 

設定するかどうか検討を行っています。 

①メインアリーナ 【２,０５７．３６㎡】 

②サブアリーナ  【１,２８０．６３㎡】 

③多目的室    【２８１．７０㎡】  ※３分割利用可能 

     ④会議室     【２１８．６０㎡】  ※４分割利用可能 

（２）本市の施設使用料の基準について  

    市施設の使用料については、これまで「出雲市行財政改革大綱」に基づき見 

直しが行われてきており、その施設の用途及び規模に応じ、統一された施設使 

用料（基準単価）が設定されています（※）。 

新体育館の場合、「①メインアリーナ」・「②サブアリーナ」については用途が 

「体育館」、「③多目的室」・「④会議室」については用途が「会議室」の基準単価 

を基に検討を行っています。 

 なお、「体育館」と「会議室」の基準単価は、各部屋の面積に応じ、次のとお 

り定められています。 

  ※平成 27年 2月 20日開催の全員協議会で報告（その後、平成 31 年に消費税率引き上げ 

に伴い、現在の使用料に改正）。 

全 員 協 議 会 資 料 

令和５年(2023)３月２４日 

市民文化部文化スポーツ課 

報告 文１ 
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①体育館（１時間あたり） 

規模区分 使用料 

６６０㎡未満 ７１０円 

６６０㎡以上 １,３００㎡未満 １,５２０円 

１,３００㎡以上 ２,０３０円 

 

②会議室（１時間あたり） 

規模区分 使用料 

２５㎡未満 ３００円 

２５㎡以上  ５０㎡未満 ５００円 

５０㎡以上  ７５㎡未満 ８１０円 

７５㎡以上 １００㎡未満 １,０１０円 

１００㎡以上 １５０㎡未満 １,５２０円 

１５０㎡以上 ３００㎡未満 ２,５４０円 

３００㎡以上 ３,５６０円 

（３）施設使用料等の検討の方向性について  

①施設使用料 

ⅰ．メインアリーナ・サブアリーナ 

       〇（２）で示した基準を参考に、分割利用時の使用料設定の仕方を含 

め検討したうえで、1時間あたり単価を設定する予定です。 

       〇ただし、メインアリーナについては、面積が 2,057㎡あり、「1,300 

㎡以上」の最大規模区分の現行基準と開きがあるため、そのまま当 

てはめるべきか、別枠の設定をするべきか引き続き検討します。 

 

    ⅱ．多目的室・会議室 

       〇（２）で示した基準を参考に、分割利用時の使用料設定の仕方を含 

め検討したうえで、1時間あたり単価を設定する予定です。 

 

    ⅲ．緑地・憩いの場（占用使用の場合のみ） 

       〇市の同様施設の状況を踏まえ検討を行いますが、使用料を設定する 

場合、広場全体として使用単価を設定する方法と、１㎡あたり使用 

単価を設定し使用面積に応じて使用料を徴収する方法があります。  

■メインアリーナ 

 【2,057.36㎡】 

■サブアリーナ 

 【1,280.63㎡】 

■多目的室 
 【281.70㎡】 

 ※3分割可 
 ※1室：約 94㎡ 

■会議室 
 【218.60㎡】 

※4分割可 
※1室：約 55㎡ 

新体育館 

2



 

②各種加算等について 

ⅰ．アマチュアスポーツ以外加算 

【内 容】施設を使用される事業が“アマチュアスポーツ以外”の場 

 合に施設使用料を加算するもの（プロスポーツ・講演会・研修会等）。 

      〇既存の市立体育館にこの規定はありませんが、出雲ドームをはじめ他事 

例ではこの規定が設けられていることや、新体育館は「市民のスポーツ 

活動拠点」との位置づけであることから、アマチュアスポーツとの差 

別化を図るためこの規定を設けることを検討しています。 

      〇加算については、アマチュアスポーツの“１０割（２倍）”を想定し検 

討を行っています。 

ⅱ．中学生以下等の料金設定 

【内 容】施設を使用される者が“中学生以下等”の場合、施設使用 

料を一般より安く設定するもの。 

      〇既存の市立体育館は、中学生以下の場合、“基準単価の７０％”となっ 

ているため、新体育館もこれにあわせ設定することを予定しています。 

      〇出雲ドームに設定されている“高校生単価”については、設定するこ 

とによる効果等も検証しつつ検討を行う考えです。 

    ⅲ．入場料加算 

【内 容】施設を使用される事業が“入場料を徴収する事業”の場合 

に施設使用料を加算するもの。 

      〇行政改革課が示す基準には体育館へのこの加算はありませんが、新体 

育館は既存体育館と比べ施設規模も大きく、様々な利用形態も考えら 

れることから、この規定を設けることを検討しています。 

      〇加算については、文化系ホールにあわせ“１０割（２倍）”を想定し検 

討を行っています。 

ⅳ．営利加算 

【内 容】施設を使用される事業が“営利を目的とする事業”の場合 

に施設使用料を加算するもの。 

      〇行政改革課が示す体育館の基準どおり、“２０割の加算（３倍）”を予 

定しています。 

ⅴ．冷暖房設備使用料 

      〇新体育館は他の市立体育館と違い、メインアリーナ・サブアリーナに 

ついても冷暖房設備を設置しており、これに係る維持管理経費（電気 
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代・保守点検料等）は他のスポーツ施設と比べ大きくなると考えています。 

〇こうしたことから、想定される冷暖房設備に係る維持管理経費や、近 

隣・同規模体育館の状況等を踏まえ検討を行っています。 

    ⅵ．照明設備使用料 

      〇新体育館のメイン・サブアリーナについては、調光（最大１,２００ルク 

ス以上）ができる設備となっており、一定以上の照明を使用する場合に 

使用料を設定するなど、他事例の状況も踏まえ検討を行っています。 

ⅶ．減免規定 

      〇既存の市立体育館（出雲ドーム含む）では、障がい者手帳の交付を受け 

た者の使用（団体の場合は、手帳の交付を受けた者が概ね過半数を占める場合）の 

場合に、使用料の５割を減免していることから、新体育館もこの規定 

に合わせる考えです。 

 

２．新体育館の正式名称について 

   本年６月議会への設置管理条例の議案提出に向け、新体育館の正式名称を決定 

  する必要があります。現在のところ正式名称として“出雲市総合体育館”を予定 

  しています。 

 

３．今後のスケジュール（予定） 

令和５年 ３月 【議案提出】変更契約の締結（物価変動・太陽光パネル追加等） 

 ６月 【議案提出】設置管理条例の制定（予定） 

 ※条例は「出雲市スポーツ施設条例」に追加を想定 

 １１月 新体育館ホームページ開設 

 １２月 使用受付開始（市事業・大会を受付・調整の後、一般受付を想定） 

  〃 下旬 【議案提出】指定管理者の指定 

（指定管理期間）令和６年４月１日～令和２１年３月３１日（１５年間） 

  ～ 新体育館竣工 ～ 

令和６年 ～３月 ～ 開業準備 ～ 

   〃 下旬 定礎・竣工式、内覧会 

 （２３日頃～） 開館記念イベント（オープニング・クリニック・体験コーナー等） 

 ４月１日 開 館 
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他施設における各種加算等の状況 

 

    市施設のほか、近隣の体育館やメインアリーナが同規模の体育館を見ると、 

施設使用料とは別に次のような各種加算等が規定されています。 

①入場料加算 

【内 容】 

・施設を使用される事業が“入場料を徴収する事業”の場合に施設使用料 

を加算するもの。 

【他事例の状況】 

・既存の市立体育館にはこの加算の規定はありませんが、文化系ホールは 

“１０割を加算（２倍）”することとなっています。 

    ・出雲ドームはこの規定が適用されており、“入場料を徴収する事業”の 

場合、別の料金表が定められています。 

    ・近隣や同規模体育館では加算方法は様々ですが、全てこの規定が設けら 

れています。 

 

②営利加算 

【内 容】 

・施設を使用される事業が“営利を目的とする事業”の場合に施設使用料 

を加算するもの。 

【他事例の状況】 

・既存の市立体育館は“２０割を加算（３倍）”することとなっています。 

    ・出雲ドームはこの規定が適用されており、“営利を目的とする事業”の 

場合、別の料金表が定められています。 

    ・近隣や同規模体育館では、浜山・小山市体育館以外は全てこの規定が適 

用されており、別の料金表が定められています。 

 

③アマチュアスポーツ以外加算 

【内 容】 

・施設を使用される事業が“アマチュアスポーツ以外”の場合に施設使用 

料を加算するもの（プロスポーツ・講演会・研修会等）。 

【他事例の状況】 

・既存の市立体育館にはこの加算の規定はありませんが、出雲ドームには 

この規定が適用されており、別の料金表が定められています。 

    ・近隣や同規模体育館では、全てこの規定が適用されており、別の料金表 

が定められています。 

資料１ 
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④中学生以下等の料金設定 

【内 容】 

・施設を使用される者が“中学生以下等”の場合、施設使用料を一般より 

安く設定するもの。 

【他事例の状況】 

・既存の市立体育館は、中学生以下の場合、“一般単価の約７０％”と 

なっています。 

・出雲ドームは、“中学生以下の場合”のほか“高校生単価”も設定され 

ています。 

    ・近隣や同規模体育館では、浜山・諫早市体育館以外はこの規定が設定さ 

れていますが、対象者や設定方法はそれぞれ異なっています。 

       （松江市）中学生以下・高齢者・障がい者は同じ料金で別設定 

       （袋井市）高齢者・高校生以下は一般の２分の１ 

       （長岡市）高校生以下は別設定 

       （小山市）高校生以下は一般の２分の１ 

 

⑤冷暖房設備使用料 

【内 容】 

    ・冷暖房設備を使用する場合に徴収するもの。 

【他事例の状況】 

・市の既存のスポーツ施設では、基本使用料の“３割相当額を加算”する 

こととなっています。既存の体育館のアリーナには冷暖房設備は無く、 

この加算の対象は会議室・多目的室といった小規模の部屋です。 

・近隣や同規模体育館では、次表のとおり全て１時間あたりの基準単価が 

定められています。 

【１時間あたり単価】 

施設 メイン サブ 多目的室 会議室 

浜 山 13,940円 1,530円 450円 － 

松江市 13,980円 

41,950円 

55,930円 

1,730円 

5,190円 

6,920円 

320円 100円 

300円 

400円 

袋井市 5,500円 2,200円 － － 

諫早市 8,380円 4,190円 － － 

長岡市 7,500円 1,000円 － 1,000円 

小山市 (冷)13,300円 

(暖) 8,990円 

(冷) 5,610円 

(暖) 4,480円 
－ － 
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⑥照明設備使用料 

【内 容】 

    ・照明設備を使用する場合に徴収するもの。 

【他事例の状況】 

・市の既存の体育館では徴収されていません。 

・出雲ドームは次表のとおり３段階の料金を設定しています。 

    ・近隣や同規模体育館では、浜山・諫早市体育館以外はこの規定が設定さ 

れています。なお、全て料金設定はメイン・サブアリーナのみで、多目 

的室・会議室には料金設定はされていません。 

【１時間あたり単価】 

施設 メイン サブ 

松江市 （2系統）   0円 

（3系統）  640円 

（4系統） 1,540円 

（2系統）   0円 

（3系統）  380円 

（4系統）  790円 

袋井市 1,760円 770円 

長岡市 1,000円 200円 

小山市 （2/3灯） 2,230円 

(全 灯)  4,480円 

（2/3灯） 1,110円 

(全 灯)  2,230円 

出 雲 

ドーム 

（1/4灯） 6,170円 

（1/2灯） 7,714円 

(全 灯)  9,256円 

－ 

 

⑦減免規定 

    既存の市立体育館（出雲ドーム含む）では、障がい者手帳の交付を受けた者の 

使用（団体の場合は、手帳の交付を受けた者が概ね過半数を占める場合）の場合に、使用料 

の５割を減免する規定があります。 
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0

（
暖
）
4,
48
0

38
0

79
0

－
77
0

－
20
0

（
全
）
2,
23
0

（
2/
3）

1,
11
0

区
　
　

　
　
　

　
　
分

近
隣

施
設

同
規
模
施
設

11
,2
82

1,
32
0

（
１
時
間
あ
た
り
単
価
）

2,
25
6

1,
15
8

44
0

２
．

サ
ブ

ア
リ

ー
ナ

ア
マ

チ
ュ

ア
ス
ポ

ー
ツ

入
場

料
徴
収

ナ
シ

入
場

料
徴
収

ア
リ

照
明

設
備

88
0

1,
05
0

33
,8
46

17
,5
11

1,
76
0

2,
10
0

1,
05
0

71
5

3,
55
8

5,
83
1

2,
10
0

8,
60
0

21
,2
92

42
,5
84

空
調

設
備

ア
マ

チ
ュ

ア
ス
ポ

ー
ツ

以
外

入
場

料
徴
収

ナ
シ

4,
30
0

4,
27
9

8,
55
8

入
場

料
徴
収

ア
リ

16
,9
23

8,
75
4
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松
江
総

合
体

育
館

浜
山

体
育

館
袋

井
総

合
体
育
館

諫
早
中
央
体
育
館

長
岡
市
民
体
育
館

小
山
市
立
体
育
館

32
0

45
0

－
－

－
－

46
0

1,
87
0

2,
34
0

4
,
0
5
0

10
0

30
0

40
0

－
－

－
1
,
0
0
0

－

同
規
模
施
設

出
雲

ド
ー

ム
松

江
総

合
体
育
館

浜
山
体
育
館

小
山
市
立
体
育
館

62
1
0
0

6
0

－

41
5
0

3
0

－

52
3

－
－

－

－
5
,
2
3
0

－
3
,
3
6
0

－
2
,
3
9
0

2
,
5
8
0

5
,
6
1
0

－
5
1
0

1
,
1
5
0

－

－
－

5
0

－

－
1
0
0

2
3
0

－

近
隣

施
設

同
規
模
施
設

区
　
　

　
　
　

　
　
分

区
　
　
　
　
　

　
　
分

近
隣
施
設

４
．

設
備

・
備

品

2
6
0

－
－

－

1
,
3
5
0

－

79
0

38
5

3
3
0

－

コ
イ

ン
シ

ャ
ワ
ー

（
湯

）

１
脚
（
１

日
）

１
脚
（
１

日
）

１
基
（
１

回
）

一
式
（
１

日
）

１
箇
所
（

１
日
）

１
台
（
１

回
）

１
台
（
１

回
）

簡
易

ス
テ

ー
ジ

フ
ロ

ア
シ

ー
ト

放
送

設
備

湯
沸

設
備

コ
イ

ン
シ

ャ
ワ
ー

（
水

）

長
机

折
り

た
た

み
椅
子

多
目

的
室

（
１

室
あ

た
り

）
　

【
2
8
1
㎡

】
　

※
１

室
：

９
４

㎡

会
議

室
（

１
室

あ
た

り
）

　
【

2
1
8
㎡

】
　

※
１

室
：

５
５

㎡

ア
マ

チ
ュ
ア

ス
ポ
ー
ツ

ア
マ

チ
ュ
ア

ス
ポ
ー
ツ
以

外

営
利

宣
伝

（
空

　
調
）

ア
マ

チ
ュ
ア

ス
ポ
ー
ツ

ア
マ

チ
ュ
ア

ス
ポ
ー
ツ
以

外

営
利

宣
伝

３
．

多
目

的
室

・
会

議
室

（
１
時
間
あ
た
り
単
価
）

（
空

　
調
）

2
2
0
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市
立
体
育
館

出
雲
ド
ー
ム

松
江
総
合
体
育
館

浜
山
体
育
館

袋
井
総
合
体
育
館

諫
早
中
央
体
育
館

長
岡
市
民
体
育
館

小
山
市
立
体
育
館

（
2
,
7
4
7
㎡
）

（
2
,
5
9
6
㎡
）

（
1
,
8
9
7
㎡
）

（
1
,
8
2
4
㎡
）

（
2
,
0
4
7
㎡
）

時
間
単
価

（
区
分
単
価
）

（
区
分
単
価
）

（
区
分
単
価
）

時
間
単
価

時
間
単
価

時
間
単
価

（
区
分
単
価
）

×
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
（
中
学
生
以
下
は

別
設
定
）

〇
（
高
校
生
以
下
は

別
設
定
）

〇
（
高
齢
者
・
障
が
い
者

も
同
じ
）

×
〇

（
高
齢
者
・
高
校
生

以
下
は
１
／
２
）

×
〇

（
高
校
生
以
下
は

別
設
定
）

〇
（
高
校
生
以
下

は
１
／
２
）

×
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
（
２
０
割
）

〇
（
別
設
定
）

〇
（
別
設
定
）

×
〇

（
別
設
定
）

〇
（
別
設
定
）

〇
（
別
設
定
）

×

〇
（
３
割
）

×
〇

（
３
段
階
）

〇
（
定
額
）

〇
（
定
額
）

〇
（
定
額
）

〇
（
定
額
）

〇
（
定
額
）

×
〇

（
３
０
分
単
価
）

〇
（
２
段
階
）

×
〇

（
定
額
）

×
〇

（
定
額
）

〇
（
２
段
階
）

×
×

×
×

〇
（
通
常
の
１
.
５
倍
）

×
×

〇
（
通
常
の
２
.
０
倍
）

×
〇

（
２
割
加
算
）

〇
（
２
割
加
算
）

×
×

×
×

×

高
齢
者

×
×

〇
（
中
学
生
以
下
と
同
）

×
〇

（
通
常
の
１
／
２
）

×
×

×

障
が
い
者

〇
（
通
常
の
１
／
２
）

※
手
帳
保
持
５
割

〇
（
通
常
の
１
／
２
）

※
手
帳
保
持
５
割

〇
（
中
学
生
以
下
と
同
）

〇
（
通
常
の
１
／
２
）

×
×

×
×

準
備
・
撤
去
に

係
る
使
用

×
〇

（
通
常
の
１
／
２
）

×
〇

（
通
常
の
１
／
２
）

※
メ
イ
ン
の
み

×
×

×
×

（
※
）
「
時
間
単
価
」
と
は
使
用
料
が
１
時
間
単
位
で
設
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
「
区
分
単
価
」
と
は
使
用
料
が
“
午
前
・
午
後
・
夜
間
”
の
よ
う
に
一
定
の
区
分
で
設
定
さ
れ
て
い
る
も
の
。

他
施
設
の
各
種
加
算
等
の
状
況

土
日
・
祝
日
加
算

使
用
料
の
減
免内

　
　
　
　
容

時
間
単
価
・
区
分
単
価
（
※
）

“
ア
マ
チ
ュ
ア
ス
ポ
ー
ツ
”
以
外
の
加
算

中
学
生
以
下
の
料
金
設
定

入
場
料
加
算

営
利
加
算

市
外
利
用
者
の
加
算

冷
暖
房
使
用
加
算

照
明
設
備
使
用
料
加
算

資
料
３
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